
条

例 

埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
二
十
三
号 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
一
条
の
四
第
一
項
中
「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三

項
」
を
「
前
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前

三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
百
分
の
二
十
」
の
下
に
「
（
前

二
項
の
規
定
に
よ
る
建
築
物
と
併
せ
て
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
建
築
物
の
当
該
都
市
公

園
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
の
う
ち
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
る

部
分
の
割
合
を
、
百
分
の
二
十
か
ら
控
除
し
て
得
た
割
合
）
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

政
令
第
六
条
第
六
項
の
認
定
公
募
設
置
等
計
画
に
基
づ
き
公
募
対
象
公
園
施
設
（
法
第
五
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
募
対
象
公
園
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

あ
る
建
築
物
（
政
令
第
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
建
築
物
を
除
く
。
）
を
設
け
る
場
合
に

関
す
る
法
第
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
条
例
で
定
め
る
範
囲
は
、
当
該
公
募
対
象
公
園
施
設
で
あ
る
建
築
物
に
限
り
、
当
該
都

市
公
園
の
敷
地
面
積
の
百
分
の
十
（
前
項
の
建
築
物
と
併
せ
て
設
け
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当

該
建
築
物
の
当
該
都
市
公
園
の
敷
地
面
積
に
対
す
る
割
合
の
う
ち
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
に

規
定
す
る
割
合
を
超
え
る
部
分
の
割
合
を
、
百
分
の
十
か
ら
控
除
し
て
得
た
割
合
）
を
限
度
と

し
て
前
条
に
規
定
す
る
割
合
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。 

 

第
一
条
の
五
を
第
一
条
の
六
と
し
、
第
一
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
運
動
施
設
に
関
す
る
制
限
） 

第
一
条
の
五 

政
令
第
八
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
五
十
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
中
「
第
一
条
の
五
関
係
」
を
「
第
一
条
の
六
関
係
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
の
二
の
備
考
四
中
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百

十
九
号
）
第
一
条
の
七
第
三
項
」
を
「
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

第
三
条
」
に
改
め
、
「
乗
合
型
自
動
車
」
の
下
に
「
（
同
条
に
規
定
す
る
普
通
自
動
車
の
う
ち
、

乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
も
の
を
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
二
の
改
正
規



定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  


